
  きらっと☆とよかわっ！ 

愛知県 豊川市 
 

   

八幡地区工場跡地活用事業にかかる

基本協定調印式について 

【お問合せ先】 

豊川市役所 総務部 財産管理課 能勢・中野 

TEL:0533-89-2132 Eメール：zaisan@city.toyokawa.lg.jp 

 

令和 3年 9月 28日 

 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡地区工場跡地活用事業として戸建住宅を供給するにあたり、豊川市土地

開発公社（代表者名：理事長 竹本 幸夫）、豊川市（同：副市長 池田 宏生）、及

び大和ハウス工業株式会社岡崎支社（同：支配人 小山 能弘）の３者による基本

協定調印式を下記のとおり執り行います。 

  

記 

 

１ 日時 

令和３年９月３０日（木） １１時３０分 

 

２ 場所 

  市長室 

 

３ 基本協定の概要 

  別紙（「事業計画図」等）のとおり   

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙＞ 

１ 事業計画図 

 



 

２ 今後の事業スケジュール 

日  程 内  容 

令和４年 夏頃 造成工事着手 

令和４年 冬頃 建築工事着手 

令和５年 春頃 販売開始、引き渡し・入居開始 

 

  ※「１ 事業計画図」、「２ 今後の事業スケジュール」は、今後の協議等により変更となる場合があります。 




